
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

三

八

号

内
閣
衆
質
一
八
六
第
二
三
八
号

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長
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衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
会
社
設
立
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
会
社
設
立
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

登
録
免
許
税
は
、
登
記
等
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
益
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、
登
記
等
の
背
後
に
あ
る
経
済

取
引
等
の
担
税
力
に
応
じ
て
課
税
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
利
益
や
担
税
力
は
総
じ
て
国
民
所
得
の
水
準
に
応

じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
会
社
の
設
立
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
最
低
税
額
は
国
民
所
得
の
水
準

を
踏
ま
え
て
引
上
げ
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

登
録
免
許
税
は
、
登
記
等
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
益
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、
登
記
等
の
背
後
に
あ
る
経
済

取
引
等
の
担
税
力
に
応
じ
て
課
税
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
低
資
本
金
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
し
て
も

登
記
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
効
果
等
に
は
変
わ
り
は
な
い
こ
と
か
ら
、
最
低
資
本
金
の
引
下
げ
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
免
許

税
と
し
て
一
定
の
負
担
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

会
社
の
設
立
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
最
低
税
額
は
、
組
織
別
に
よ
る
規
模
や
信
用
力
の
違
い
等
を
考
慮
し
、
会
社

一



法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
制
定
前
よ
り
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
十
五
万
円
、
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
に

つ
い
て
は
六
万
円
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
法
の
制
定
に
伴
い
創
設
さ
れ
た
合
同
会
社
に
つ
い
て
は
、
同
法
上
、
合
名
会

社
及
び
合
資
会
社
と
共
に
持
分
会
社
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
会
社
と
同
様
の
最
低
税
額
と
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
非
常
に
複
雑
な
資
金
調
達
方
法
や
複
雑
な
定
め
が
置
か
れ
て
い
る
定
款
」
又
は
「
素
人
の
発
起
人
が
定
款
を

作
成
し
、
内
容
の
補
正
等
に
相
当
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
事
案
」
に
つ
い
て
、
公
証
人
が
認
証
す
る
定
款
全
体
に
占
め
る

具
体
的
割
合
又
は
件
数
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二


